
令和８年４月１日現在 

  

東京都立江北高等学校 入学時・在学中に必要な費用（目安） 

１ 入学料について 

（１）入学料額について 

５，６５０円 

 

（２）入学料の納入方法と納入時期 

合格発表時に配付する「納入通知書兼領収書」により、納付期限までに金融機関で納めてください。 

納付期限は合格発表の翌日から起算して５日以内（ただし、５日目が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は

その翌日）となります。 

 

（３）入学料減免制度について 

入学料納入が経済的に困難な家庭については、入学料を免除又は２分の１減額する制度があります。 

詳細は、経営企画室へお問い合わせください。 

 

 

２ 入学時に必要な費用について 

上記の入学料に加え、教科書、制服、入学一時金等の費用が必要となります。 

入学一時金は、① 年度当初の副教材の購入 ② 生徒手帳、校外学習費用の支払い に使用します。 

 

この金額は目安であり、今後変更される場合があります。 

  

入学時 金額（円） 備考

入学料 5,650 世帯収入により減額・免除されることがあります。

入学一時金 40,000

42,000

75,000 送料別

体育着・水着 15,500

上履・体育館シューズ等 8,000

雨カッパ（自転車通学者のみ） 8,000

タブレット端末 30,000
保護者負担定額補助を利用した場合。多子世帯補助・給付型奨学金
認定世帯の場合、負担額が減額・免除されることがあります。

224,150

教科書

制服（全員購入品＋学校指定購入品）

送料・手数料別
雨カッパはご自宅にある物でも構いません。



令和８年４月１日現在 

３ 在学時に必要な費用について 

（１）授業料について 

日本国内に住所を有し、国籍・在留資格等の要件を満たした世帯については、世帯年収に関わらず、授業料

が無償となります。就学支援金制度をご申請ください。 

就学支援金制度は変更となる場合があります。詳細については、入学時にご案内します。 

 

 

（２）学校徴収金について 

上記授業料・入学料の他に、積立金、生徒会費、ＰＴＡ会費があります。 

積立金は、補助教材費・模擬試験・修学旅行費用等の支払いに使用します。 

PTA 会費は世帯ごとに徴収します。兄弟で加入している場合は、上の学年で徴収します。 

 

※この金額は目安であり、今後変更される場合があります。 

※給付型奨学金認定世帯は、認定額に応じて積立金の徴収額を減額することがあります。 

 

※給付型奨学金制度 

高等学校等に在学する生徒が家庭の経済状況にかかわらず、自ら望む教育活動を選択可能とし、生徒の主体的

な教育活動への参加機会を確保するため、教育活動にかかる経費の一部を、東京都が現物支給する制度。 

次のいずれかに該当する方は、対象となります。 

●生活保護受給世帯・都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税の世帯 ： 限度額 50,000 円 

●都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割を合算した額が 182,500 円未満の世帯 ： 限度額 30,000 円 

 （制度は変更となる場合があります。詳細については、入学時にご案内します。） 

 

在学中・授業料 金額（円） ３年間計（円）

１学年 ２学年 ３学年

118,800 118,800 118,800
授業料 9,900円/月×12か月 356,400

在学中・学校徴収金 金額（円） ３年間計（円）

１学年 ２学年 ３学年

4,000 4,000 4,000 12,000

4,000 4,000 4,000 12,000

生徒会費

ＰＴＡ会費

積立金
※１学年は入学一時金を含む

300,000
115,000 120,000 65,000


